
Title N・ビショップ編『北欧における犯罪と犯罪統制』
B・スベリ著『外国人の犯罪』

Sub Title Norman Bishop (ed.), "Crime and crime control in Scandinavia" Britt
Sveri, "Utlänningars brottslighet : En jämförelse mellan om grövre
brott övertygade personer 1969 och 1977"

Author 坂田, 仁(Sakata, Jin)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1981

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.54, No.7 (1981. 7) ,p.118- 122 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19810715-0118

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


紹
介
と
批
評

客
。
月
唐
彗
虫
警
8
（
①
e

　
Q
国
蓉
鳴
9
3
9
Q
試
§
馬
Q
o
ミ
さ
N
帖
き

の
s
邑
富
く
導
即
§
舘
g
α
。
毒
昆
す
9
一
巨
邑
。
零
一 QQ

§
き
§
§
R
竃
R

1
、
N
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
編

　
　
『
北
欧
に
お
け
る
犯
罪
と
犯
罪
統
制
』

　
団
践
暮
ω
＜
Φ
置

一
〇
〇
Q
ρ
b
や
O
ρ

　
零
蕊
§
§
き
Q
ミ
。
。
ミ
9
融
凝
客
象

　
　
－
国
§
達
ミ
等
駐
鳴
§
恥
§
§
。
蓉
　
賢
＆
ミ
恥
ミ
§

　
　
9
ミ
§
ミ
爵
博
ミ
。
。
§
ミ
這
籍
。
魯
這
モ

国
匡
巨
昌
巴
＜
9
Φ
霧
犀
碧
目
撃
H
霧
§
9
9
＜
錠
幹
o
o
犀
ぎ
一
ヨ
m
q
艮
＜
Φ
吋
。・
ぎ
“

　
お
o
o
ρ
℃
b
●
置
’

2
、

B
・
ス
ベ
リ

『
外
国
人
の
犯
罪
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
（
一
四
二
六
）

　
表
題
の
二
書
は
、
最
近
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
犯
罪
学
研
究
所
か
ら
K
・
ス

ベ
リ
教
授
の
ご
好
意
に
よ
り
、
筆
者
の
手
許
に
届
い
た
も
の
で
あ
る
．
こ
の
二

書
を
同
時
に
紹
介
す
る
の
は
、
1
の
寄
稿
者
で
あ
る
K
・
ス
ベ
リ
教
授
と
2
の

著
者
で
あ
る
B
・
ス
ベ
リ
氏
と
が
ご
夫
妻
で
、
共
に
親
し
く
し
て
頂
い
て
い
る

と
い
う
個
人
的
な
理
由
に
よ
る
。

　
1
は
、
北
欧
犯
罪
学
協
会
の
英
文
資
料
で
あ
る
．
九
〇
頁
の
小
冊
子
で
あ

り
、
全
部
で
二
一
編
の
小
論
文
を
収
め
て
い
る
が
、
扱
つ
て
い
る
テ
ー
マ
は
、

現
在
北
欧
諸
国
で
間
題
と
さ
れ
て
い
る
刑
事
政
策
上
の
問
題
を
網
羅
し
て
い

る
。
題
名
と
著
者
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
．
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右
の
内
容
を
略
述
す
る
。
「
北
欧
の
窃
盗
」
で
は
、
窃
盗
は
、
経
済
の
発
展
、



産
業
化
、
都
市
化
の
伸
展
に
つ
れ
て
増
大
し
、
経
済
の
停
滞
が
そ
の
減
少
と
関

係
が
あ
る
と
の
前
提
を
と
る
。
最
近
の
統
計
で
は
、
フ
ィ
ソ
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ゥ

ェ
イ
の
窃
盗
が
低
い
水
準
に
あ
る
の
に
対
し
、
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ソ
、
デ
ソ
マ
ー
ク

は
、
高
い
水
準
に
あ
る
。
一
九
七
五
年
以
降
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ン
と
デ
ン
マ
ー
ク

は
、
対
照
的
な
動
き
を
見
せ
て
い
る
。

　
特
に
、
経
済
不
況
下
の
デ
ソ
マ
ー
ク
で
の
窃
盗
の
減
少
に
つ
い
て
、
著
者

は
、
保
護
観
察
中
の
少
年
の
窃
盗
の
減
少
が
そ
の
基
本
的
要
因
で
あ
り
、
こ
の

現
象
は
、
経
済
的
好
況
の
時
に
は
、
非
行
少
年
の
失
業
状
態
が
衆
人
の
目
に
つ

き
や
す
く
、
不
況
の
時
に
は
、
非
行
少
年
の
失
業
状
態
は
、
他
の
一
般
の
青
少

年
の
失
業
状
態
と
混
同
さ
れ
て
、
レ
ッ
テ
ル
効
果
が
薄
ま
る
た
め
だ
と
説
明
す

る
。　

「
経
済
的
犯
罪
」
で
は
、
労
働
関
係
に
お
け
る
犯
罪
．
公
害
罪
、
為
替
操
作

な
ど
が
、
盗
品
の
故
売
、
違
法
な
賭
博
、
横
領
な
ど
非
組
織
的
経
済
犯
罪
に
対

し
、
組
織
的
犯
罪
の
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
単
純
な
傷

害
と
公
害
に
よ
る
加
害
の
可
罰
性
の
大
小
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
同
様
の
姿
勢
は
、
「
北
欧
に
お
け
る
人
身
犯
罪
」
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
国
家
権
力
の
行
使
の
過
程
で
の
加
害
行
為
、
民
族
集
団
の
間
で
の

暴
力
犯
罪
、
労
務
災
害
な
ど
が
、
通
常
の
暴
行
、
傷
害
と
と
も
に
考
察
の
対
象

と
な
つ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
で
は
、
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
八
年
ま
で

の
十
年
問
に
、
警
察
の
活
動
の
結
果
死
亡
し
た
者
は
六
人
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ

ら
れ
、
ま
た
、
オ
ム
ブ
ヅ
マ
ソ
制
度
が
果
す
重
要
な
役
割
に
も
ふ
れ
て
い
る
。

民
族
集
団
の
間
の
争
い
で
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ソ
の
労
働
人
口

の
一
〇
％
は
外
国
人
で
占
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
外
国
人
の
出
身
地
の
文
化
の
違

　
　
　
紹
介
と
批
評

い
（
問
題
解
決
手
段
と
し
て
の
暴
力
の
肯
定
）
が
事
件
発
生
に
つ
な
が
つ
て
い
る
点

で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
瞼
姦
な
ど
性
犯
罪
に
も
見
ら
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
国
か

ち
の
流
入
者
は
、
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ソ
女
性
の
態
度
を
誤
解
す
る
こ
と
が
多
い
と
い

う
。　

「
家
庭
内
暴
力
」
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
夫
の
妻
に
対
す
る
暴

力
行
為
で
あ
る
。
（
目
本
で
子
供
の
母
親
に
対
す
る
暴
ガ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
と

対
照
的
で
あ
る
．
）
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
名
。
臣
霞
．
ψ
鼠
塁
8
嘗
零
の
活
動
状
況
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
活
動
の
初
年
度
に
、
二
五
三
〇
件
の
宿
泊
保
護
が
行
な

わ
れ
、
平
均
し
て
、
一
人
の
女
性
が
一
七
目
滞
在
し
た
と
い
う
。
女
性
の
ほ
と

ん
ど
は
、
夫
に
よ
る
暴
力
か
ら
の
逃
避
者
で
あ
る
。
著
者
は
、
家
庭
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ィ
の
カ
バ
ー
を
剥
い
で
、
両
性
の
平
等
の
立
場
で
、
国
が
夫
婦
関
係
に
介

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
主
張
す
る
。

　
「
薬
物
」
は
、
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
に
な
つ
て
い
る
。
こ
～
で
は
、
ア
ル
コ

ー
ル
と
薬
物
と
に
分
け
て
、
犯
罪
と
の
関
係
渉
論
じ
ら
れ
て
い
る
．
ア
ル
コ
ー

ル
の
個
人
当
り
消
費
量
と
犯
罪
と
は
強
い
相
関
が
あ
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
と
犯
罪

に
は
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
う
。
が
、
薬
物
に
つ
い
て
は
、
相
関
関
係
は
み
と

め
る
も
の
の
、
犯
罪
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
や
玉
懐
疑
的
で
あ
る
。
薬

物
の
問
題
は
制
裁
ず
れ
し
た
一
部
の
犯
罪
者
に
多
く
見
ら
れ
、
犯
罪
一
般
と
は

関
係
が
う
す
い
と
い
う
。

　
「
北
欧
に
お
け
る
警
察
組
織
」
と
い
う
表
題
の
下
で
は
、
北
欧
の
各
国
の
警

察
の
人
員
、
予
算
な
ど
の
比
較
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
十
年
間
に
各
国
の

警
察
予
算
は
逐
年
増
加
し
て
い
る
が
、
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ソ
は
例
外
で
、
実
質
的
に

減
少
し
て
い
る
と
い
う
。
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一
九
　

（
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二
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
本
書
の
後
半
は
、
刑
罰
論
で
あ
る
。
「
刑
罰
の
理
由
」
で
は
、
最
近
の
北
欧

の
刑
事
政
策
の
傾
向
を
「
新
古
典
派
の
復
活
」
と
み
な
す
こ
と
に
対
す
る
危

惧
、
反
対
が
示
さ
れ
る
．
著
者
は
、
そ
れ
を
、
未
来
を
指
向
す
る
も
の
で
、
犯

罪
概
念
の
現
代
化
を
求
め
て
い
る
も
の
だ
と
す
る
．
処
遇
理
論
へ
の
批
判
の
要

点
は
、
長
期
の
隔
離
収
容
が
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
に
役
立
つ
の
だ
と
す
る
従
来

の
考
え
方
の
否
定
を
意
味
す
る
．
犯
罪
者
を
治
す
た
め
に
収
容
す
る
と
い
う
の

は
人
間
性
に
反
す
る
不
合
理
な
も
の
で
あ
り
、
隔
離
収
容
は
、
犯
罪
に
対
す
る

刑
罰
そ
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
収
容
期
間
も
つ
と

め
て
短
く
し
て
い
こ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
．
北
欧
、
特
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

処
遇
理
念
に
立
つ
た
現
行
刑
法
典
十
年
余
の
経
験
が
、
処
遇
理
念
に
対
す
る
批

判
を
迫
力
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
刑
法
理

論
の
魔
術
か
ら
の
解
放
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
つ
て
い
る
．

　
「
北
欧
の
拘
禁
刑
」
で
は
、
北
欧
各
国
の
最
近
の
制
裁
体
系
の
変
化
ー
特

に
不
定
期
の
制
裁
で
あ
る
少
年
拘
禁
、
保
安
拘
禁
（
抑
留
）
等
の
廃
止
の
機
運

ー
、
受
刑
者
の
数
の
相
対
的
な
減
少
、
刑
期
の
短
縮
化
の
傾
向
が
示
さ
れ
、

将
来
の
拘
禁
刑
運
用
の
基
準
と
し
て
、
人
間
性
、
拘
禁
の
効
果
、
犯
罪
と
の
均

衡
、
経
済
の
四
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
右
の
点
を
可
能
に
す
る
の
は
、
北
欧

五
国
の
、
民
族
と
し
て
の
同
質
性
、
政
治
的
安
定
性
、
重
大
犯
罪
の
少
な
い
こ

と
、
従
つ
て
、
犯
罪
が
北
欧
社
会
へ
の
脅
威
に
な
つ
て
い
な
い
と
い
う
恵
ま
れ

た
事
情
に
お
る
．
と
同
時
に
、
新
し
い
行
刑
改
革
が
、
処
遇
困
難
者
だ
け
を
刑

務
所
に
集
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
保
安
強
化
を
招
く
と
い
う
批
判
と
犯
罪
者
に

対
し
厳
罰
を
科
す
こ
と
を
求
め
る
「
法
と
秩
序
」
派
か
ら
の
批
判
と
が
存
在
す

る
こ
と
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
　
　
（
一
四
二
八
）

　
「
条
件
付
判
決
と
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
」
に
お
い
て
は
、
自
由
刑
の
使
用
と
条

件
付
判
決
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
使
用
と
に
つ
い
て
北
欧
四
国
の
傾
向
が
示
さ

れ
る
．
一
九
七
七
年
迄
の
過
去
十
年
間
に
双
方
と
も
に
増
加
し
て
い
る
の
は
、

フ
ィ
ソ
ラ
y
ド
と
ノ
ル
ゥ
ェ
イ
、
双
方
と
も
に
減
少
し
て
い
る
の
は
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ソ
、
自
由
刑
が
減
少
し
て
、
プ
・
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
条
件
付
判
決
の
増
加
し

て
い
る
の
が
デ
ソ
マ
ー
ク
で
あ
る
。

　
条
件
付
判
決
と
プ
・
べ
ー
シ
ョ
ソ
、
即
ち
監
督
付
の
執
行
猶
予
と
監
督
抜
き

の
執
行
猶
予
と
で
は
、
後
者
の
方
の
再
犯
率
が
低
い
こ
と
、
ス
ン
ズ
バ
ル
処
遇

実
験
で
は
、
処
遇
資
源
の
増
強
が
あ
ま
り
再
犯
率
に
影
響
を
及
ぽ
さ
な
か
つ
た

こ
と
の
ふ
た
つ
の
研
究
結
果
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
介
入
的
措
置
の

縮
減
と
伝
統
的
処
遇
理
念
よ
り
福
祉
的
理
念
へ
の
転
換
と
が
結
論
的
に
求
め
ら

れ
て
い
る
。

　
「
北
欧
に
お
け
る
危
険
な
犯
罪
者
の
不
定
期
的
隔
離
処
分
」
に
お
い
て
は
、
い

わ
ゆ
る
保
安
拘
禁
に
対
す
る
最
近
の
批
判
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
．
非
行
予
測
の

貧
弱
さ
、
犯
罪
防
止
の
効
果
の
薄
さ
、
基
本
的
法
原
則
と
の
矛
盾
、
対
象
者
に

対
す
る
苦
痛
の
大
き
さ
、
の
四
点
が
批
判
の
要
点
で
あ
る
．
ま
た
、
実
務
上
は

定
期
刑
と
保
安
拘
禁
と
の
実
質
的
相
違
が
ほ
と
ん
ど
な
い
に
ひ
と
し
い
と
さ
れ

る
。
即
ち
、
不
定
期
の
隔
離
処
分
は
、
北
欧
で
は
、
ま
さ
に
廃
止
の
機
運
に
あ

る
。
（
ス
ウ
ェ
；
デ
ン
の
保
安
拘
禁
は
、
今
春
廃
止
さ
れ
た
。
）

　
「
死
刑
」
で
は
、
北
欧
五
か
国
が
す
べ
て
一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代

に
か
け
て
、
死
刑
を
廃
止
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
．
そ
し
て
、
国
連
総

会
の
ふ
た
つ
の
決
議
（
ひ
と
つ
は
、
一
九
六
八
年
の
死
刑
宣
告
の
最
低
手
続
条
件
に
関

す
る
決
議
、
他
は
、
一
九
七
一
年
の
死
刑
を
科
す
べ
ぎ
犯
罪
の
数
を
段
階
的
に
制
限
す
る
決



議
）
を
引
用
し
、
国
際
的
に
も
死
刑
は
廃
止
の
方
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

し
か
し
、
反
面
、
死
刑
の
全
面
廃
止
を
世
界
各
国
が
行
な
う
こ
と
は
困
難
だ
と

み
と
め
（
逆
に
死
刑
の
使
用
は
増
え
て
い
る
も
の
と
こ
の
著
者
は
み
て
い
る
）
な
が
ら

も
、
将
来
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

　
「
葛
藤
の
民
事
化
」
は
、
本
書
の
最
後
の
論
文
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
締
め
く
く

り
の
小
論
で
あ
る
．
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
処
遇
理
念
の
無
効
な
こ
と
が
説
か

れ
る
．
原
文
を
掲
げ
る
と
、
．
、
幹
鼠
気
鋒
げ
霞
㎎
言
身
落
。
語
。
一
Φ
導
蔓
菩
辞
夢
Φ

o
霞
Φ
α
o
Φ
の
ぎ
げ
名
o
蒔
埴
9
呂
即
一
の
o
夢
暮
ぎ
㌣
。
霞
Φ
δ
胃
o
冨
げ
蔓
げ
Φ
言
零

爵
導
。
霞
ρ
、
、
と
あ
る
．
し
か
し
、
こ
れ
は
、
新
古
典
派
的
ア
プ
β
ー
チ
の
採

用
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
刑
法
や
刑
罰
の
目
的
を
限
定
し
て
と
ら
え
、

他
の
解
決
方
法
、
即
ち
民
事
的
な
、
損
害
賠
償
、
被
害
の
回
復
の
方
法
を
重
視

す
べ
き
だ
と
す
る
．
刑
法
の
体
系
は
、
苦
痛
賦
課
の
体
系
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

人
間
性
に
反
す
る
．
我
々
の
使
命
は
、
こ
の
苦
痛
賦
課
の
体
系
を
改
良
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
他
の
代
替
的
解
決
方
法
の
体
系
的
分
析
に
よ
つ
て
制
限

す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。

　
こ
れ
は
、
本
書
全
体
の
結
論
と
見
て
よ
い
と
同
時
に
、
北
欧
の
刑
事
政
策
家

達
に
ほ
ぼ
共
通
し
た
見
解
だ
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．
た
父
、
こ
の
見
解

は
、
民
族
の
同
質
性
、
政
治
的
な
安
定
、
そ
し
て
犯
罪
が
重
大
な
社
会
問
題
と

は
な
つ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
北
欧
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
言
い
得
る
こ
と
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
×

　
2
の
B
・
ス
ベ
リ
の
研
究
報
告
は
．
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ン
在
住
外
国
人
の
犯
罪
の

研
究
で
あ
る
．
著
者
は
、
以
前
に
も
同
様
な
研
究
を
行
な
つ
て
、
そ
の
結
果
を

　
　
　
紹
介
と
批
評

発
表
し
て
お
り
（
撃
一
ぎ
巳
μ
撃
議
酵
。
募
凝
ぎ
戸
撃
Φ
緩
犀
筒
毎
蓉
ま
巳
農
這
舜

峯
曽
早
8
ε
、
本
書
は
、
十
年
後
の
そ
の
続
編
で
あ
る
。

　
主
た
る
研
究
対
象
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
在
住
登
録
を
し
た
外
国
人
の
犯
罪

で
、
そ
れ
以
外
の
、
単
な
る
旅
行
者
の
犯
罪
な
ど
は
、
付
随
的
に
扱
わ
れ
て
い

る
。
著
者
に
よ
る
と
、
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ン
の
人
口
の
う
ち
、
外
国
人
は
、
五
パ
ー

セ
ソ
ト
に
達
す
る
．
目
本
に
お
け
る
定
住
外
国
人
の
比
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
に

満
た
な
い
の
に
比
べ
る
と
、
相
当
の
数
だ
と
い
つ
て
よ
い
．
こ
の
人
口
増
は
、

主
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
好
況
期
に
、
労
働
力
と
し
て
ス
ゥ
ェ
ー
デ

ソ
に
流
入
し
て
来
た
外
国
人
労
働
者
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
い
う
．

十
年
前
に
は
、
そ
の
比
率
は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
弱
で
あ
つ
た
．

　
在
住
外
国
国
民
を
、
そ
の
数
の
順
に
並
べ
る
と
、
一
九
七
七
年
現
在
で
、
フ

ィ
ン
ラ
ソ
ド
（
一
八
万
九
千
弱
）
、
　
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
（
四
万
強
）
、
デ
ソ
マ
ー
ク

（
三
万
四
千
強
）
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
（
二
万
七
千
強
）
、
ド
イ
ツ
（
一
万
六
千
強
）
、
ト
ル

コ
（
一
万
三
千
強
）
と
な
つ
て
い
る
。
十
年
前
に
は
、
こ
の
順
序
は
、
フ
ィ
ソ
ラ

ン
ド
、
デ
ン
マ
1
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
、
ド
イ
ツ
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
順
で
あ

つ
た
．

　
こ
れ
ら
の
外
国
人
の
犯
罪
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
国
民
の
犯
罪
を
比
較
す
る
と
次

頁
の
表
が
得
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
外
国
人
の
増
加
率
を
外
国
人
の
有
罪
人
員
の
増
加
率
が
上
ま
わ
つ
て

い
る
の
が
判
る
．
こ
れ
を
更
に
、
年
齢
、
性
別
、
在
住
登
録
の
有
無
、
国
籍
別

で
各
々
分
析
し
、
考
察
を
加
え
て
い
る
。

　
国
籍
別
で
は
フ
ィ
ソ
ラ
ソ
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
北
欧
諸
国
の

国
籍
を
も
つ
者
が
犯
罪
者
に
は
多
い
が
、
北
欧
以
外
で
は
、
ユ
…
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
　
（
一
四
二
九
）
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　1977年　　1増加率

3q8・31・7％
3輿2（85％）i・・％

536・（・5％）17・％

424．必5　i39％

1967年

31，468

28．331（90％

有罪人員
ン
民

デ一工
ウス

国

22％12。6

　3，137（10％

305，576

　　10．3

　外　　国　人

外国人の総人口

同有罪人員千分比

姦
そ
の
他
の
性
犯
罪
、
強
盗
な
ど
の
犯
罪
が
外
国
人
に
多
い
。

の
比
較
で
は
、
殺
人
、
傷
害
な
ど
の
人
身
犯
罪
、

て
い
る
。

　
罪
種
を
、
更
に
年
齢
別
を
加
味
し
て
分
析
し
た
結
果
、
著
者
は
、
一
五
～
二

四
歳
の
外
国
籍
の
者
の
窃
盗
な
ど
の
犯
罪
が
非
常
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
見

出
し
て
い
る
．
と
く
に
一
五
～
一
七
歳
の
少
年
が
多
く
、
そ
れ
が
、
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ビ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
籍
の
者
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
い
る
．

（
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
　
ポ
ー
ラ
ソ
ド
（
二
・

六
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
ド
イ
ツ
（
二
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
）
、
ギ
リ
シ
ャ
（
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
と
ト
ル
コ
（
各
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

と
な
つ
て
い
る
。
最
大
は
フ
ィ
ン
ラ
ソ
ド
の

五
三
・
六
パ
ー
セ
ソ
ト
強
で
あ
る
．
在
住
登

録
の
有
無
で
は
、
在
住
登
録
を
し
て
い
る
者

の
犯
罪
が
増
加
し
て
い
る
。
性
別
で
は
大
き

い
変
化
は
な
い
．
年
齢
別
で
は
、
一
五
～
二

〇
歳
が
二
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
最
大
で
、

二
五
～
二
九
歳
の
二
一
・
五
パ
ー
セ
ソ
ト
が

そ
れ
に
次
い
で
い
る
。
二
九
歳
以
下
が
全
体

の
六
三
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
．
一
九

六
七
年
と
の
比
較
で
は
、
一
五
～
二
〇
歳
の

者
の
犯
罪
が
増
加
し
て
い
る
．

　
罪
種
別
の
比
較
で
は
、
殺
人
．
傷
害
，
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
七
年
と

　
　
　
　
　
　
窃
盗
が
顕
著
な
増
加
を
見
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
（
一
四
三
〇
）

　
処
分
ー
制
裁
1
の
点
か
ら
著
者
は
、
更
に
考
察
を
加
え
．
外
国
人
の
少
年
の

場
合
、
検
察
官
は
、
少
年
を
児
童
福
祉
委
員
会
に
引
渡
す
措
置
を
考
え
る
こ
と

が
、
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ン
の
少
年
の
事
件
の
場
合
よ
り
も
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
二
〇
歳
を
こ
え
る
者
の
場
合
に
は
み
ら
れ
な
い
。

　
右
の
状
況
を
も
と
に
、
著
者
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
始
ま
つ
た
外
国
人
労
働

者
の
移
住
の
波
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
不
景
気
で
減
少
す
る
反
面
、
移
住
労
働

者
の
家
族
の
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ン
ヘ
の
移
住
が
つ
づ
ぎ
、
し
か
も
、
そ
の
後
の
経
済

の
不
況
な
ど
の
影
響
で
、
そ
れ
ら
移
住
者
の
第
二
世
代
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
社
会

で
適
応
困
難
を
起
し
、
犯
罪
へ
と
走
つ
た
と
解
釈
し
て
い
る
．
そ
れ
と
同
時

に
、
外
国
人
で
あ
る
故
に
、
犯
罪
を
し
て
も
目
立
ち
や
す
く
、
検
挙
率
も
高
く

な
り
．
又
市
民
か
ら
警
察
へ
通
報
さ
れ
る
可
能
性
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
よ
り
大

き
く
な
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
．

　
第
二
世
代
の
問
題
と
し
て
、
著
者
は
、
外
国
人
労
働
者
の
導
入
に
よ
つ
て
生

産
性
を
増
や
す
利
点
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
労
働
者
に
対
す
る
住
宅
や
社
会
福
祉

や
教
育
の
面
で
の
否
定
的
要
因
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
説
く
。

こ
の
事
情
は
、
ド
イ
ッ
そ
の
他
外
国
人
労
働
者
を
導
入
し
て
い
る
諸
国
で
も
同

様
で
、
幾
つ
か
の
国
の
研
究
結
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
．

　
著
者
の
結
論
は
、
外
国
人
労
働
者
の
第
二
世
代
の
犯
罪
が
、
通
常
の
少
年
犯

罪
同
様
、
発
達
段
階
に
お
け
る
過
渡
的
な
問
題
な
の
か
、
或
い
は
、
成
年
に
達

し
た
後
の
累
犯
者
を
生
み
出
す
ほ
ど
の
重
大
な
問
題
な
の
か
と
い
う
疑
問
の
提

起
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
解
答
は
、
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ン
社
会
の
基
本
的
規
範
の
内
面

化
が
最
も
重
要
な
犯
罪
防
止
要
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
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